
給与支払報告事業所（者） 各位

潟上市役所 税務課

令和８年度 給与支払報告書と総括表の提出について

１ 給与支払報告書の作成対象者 （地方税法第３１７条の６）

この報告書は、『総括表』と『個人別明細書』とをあわせて、給与を支払う者が、令和７年中に給与の

支払いを受けた人（パート・アルバイト等を含む）の令和８年１月１日現在の住民登録地の市区町村長

（市役所等）に提出するものです。また、令和７年中に退職された方については退職時の住所地の市区

町村への提出が必要となります。

２ 提出方法

① 給与支払報告書を提出の際は、表紙に同封の『令和８年度 給与支払報告書(総括表)』をつけてくだ
さい。電算等で処理された総括表を使用する場合や、給与事務を税理士や会計事務所等に依頼して

いる場合でも、同封の総括表を添付してください。（個人別明細書は一人につき１枚のみ提出です）

② 令和８年度において普通徴収を希望される方は、普通徴収理由内訳書へ特別徴収ができない理由を

ご記入ください。

③ 同一事業所内に特別徴収対象者と普通徴収対象者がいる場合は、上から総括表、特別徴収分給与支

払報告書、普通徴収理由内訳書、普通徴収分給与支払報告書の順番で束にしてください。

※ ホチキスではなく、クリップ等手で外せるものの使用をお願いします。

④ ｅＬＴＡＸを利用して給与支払報告書を提出する場合は、紙による給与支払報告書の提出は不要で

す。訂正や追加分を送信の際は、必ず該当の提出区分を選択してください。新規で送信後、再度新

規の提出区分で送信されると、正しく審査・承認されない可能性があります。

※ 特別徴収義務者指定番号の入力と、特別徴収・普通徴収の確認をお願いします。

※ 訂正や追加分を紙で送付する場合は、その旨連絡または総括表にご記入をお願いします。

《重要》給与支払報告書提出後から特別徴収当初分発送までに異動のあった場合
特別徴収の方で、給与支払報告書を提出した後に退職された方、または就職し特別徴収とする方がい

る場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

｢給与支払報告に係る給与所得者異動届出書｣は｢特別徴収のしおり｣や潟上市ホームページにあります。

（例年、当初の特別徴収通知の際に、既に退職・就職している等の連絡が多くあります）

３ 提出期限及び提出先

給与支払報告書の提出は令和８年１月２６日(月)までにお願いします。（提出期限は令和８年２月
２日（月）です）

期限間近になると混み合いますので、早めの提出にご協力お願いいたします。

※ 給与支払報告書(個人別明細書)は、税務署から郵送される用紙、あるいは税務署からお取り寄せいた
だいた用紙をご使用ください。（明細書左上の数字が⑧となっていることを確認してください。）

なお、提出・連絡先につきましては下記のとおりです。

〒010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台２２６－１

潟上市役所 総務部税務課 市民税班 TEL：０１８－８５３－５３０８

※裏面もご覧ください



４ 給与支払報告書(総括表)の記入例

・お知らせ

①ｅＬＴＡＸでの特別徴収の税額データの受取りを希望される場合は、ｅＬＴＡＸでの給与支払報告書

提出の際に、税額通知の受取り方法を「電子データ」または「電子データ+書面」としてください。税額
データは当初分のみｅＬＴＡＸで送信いたします。（変更分は紙にて送付します）

②令和７年度より、光ディスクで給与支払報告書を提出した特別徴収義務者に対し、光ディスクに通知

書の電子データ（副本）を記録して返却することはできません。電子データの提供を希望する場合は、

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）で給与支払報告書を提出してください。

③給与支払報告書の総括表には「給与支払者のマイナンバー（個人番号）又は法人番号」、個人別明細に

は「受給者のマイナンバー」及び「受給者の扶養親族のマイナンバー」の記入が必要です。

〇｢給与支払報告に係る給与所得者異動届出書｣はこちらよりダウンロードできます。

https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/somu/zeimu/shiminzei/shiminzei/696.html
（行政情報サイト／潟上市 → 申請書ダウンロード → 市県民税特別徴収関係書類）

ｅＬＴＡＸで一括して送信すれば、必要な送付先に自動的に振り分けられて送信されます。

詳しくは、ｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。疑問点がある場合は「よくあるご質問」ページをご覧ください。

①報告の対象になる方に対して給与を支払った期間を
記入してください。

②郵便番号・所在地・名称等に変更などがある場合は
印字されている部分を朱書きで訂正お願いします。

③給与支払報告書への問い合わせに対応される方の所
属、氏名、連絡先を記入してください。

④事業種目を記入してください。

⑤給与を支払う方が、令和８年１月１日現在で実際に
給与を支払っている人の総数を記入してください。

⑥令和８年６月より市・県民税を給与天引きする人の
人数。

⑦令和８年６月より市・県民税を給与天引きできない
人の人数。

⑧特別徴収者分（⑥）と普通徴収者分（⑦）の合計人
数。

⑨前職分などを含んでいるか確認願います。

⑩送付先や連絡事項がありましたら記入願います。

給与支払報告書の提出はｅＬＴＡＸが便利です

ご利用時間 ８：３０～２４：００

（土日祝日、年末年始 12/29～1/3を除く。）
※毎月最終土曜日及び翌日の日曜日はご利用できます。

ｅＬＴＡＸホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/
よくある質問ページ https://eltax.custhelp.com/

https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/somu/zeimu/shiminzei/shiminzei/696.html
https://www.eltax.lta.go.jp/
https://eltax.custhelp.com/

